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令和８年度次世代自動車普及促進事業補助金 

申請の手引 

  

  

   

  

（お問い合わせ先・申請メール宛先）  

（事業者対象） 

 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

〒５２０－０８０６ 大津市打出浜２－１ コラボしが２１ ２階 

TEL：077-511-1424 FAX：077-511-1418 

MAIL：jisedai2026@shigaplaza.or.jp 

https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-20260409/ 

受付時間：月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） ９時～17時（12 時～13 時までは除く） 

  

 

  

 

  

  

mailto:jisedai2025@shigaplaza.or.jp
https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-20260409/
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１ 事業概要  
  

1.1 目的  

この補助金は、事業者等が電気自動車（ＥＶ）・プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）・

燃料電池自動車（ＦＣＶ）や急速・普通充電設備を導入するにあたり、その経費の一部を助

成することにより、自動車から排出される温室効果ガス排出量を削減し、ＣＯ₂ネットゼロ社

会づくりを推進することを目的に実施するものです。   

 

1.2 次世代自動車とは  

この補助金では、電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、燃料電池

自動車（ＦＣＶ）を「次世代自動車」とし、普及促進のための車両および充電インフラの導

入に補助を行います。 

 

1.3 補助対象設備 

 

 

1.4 補助金申請の流れ 

 

※ 令和９年２月１０日（水）１７時までに申請書を提出してください。 
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２ 補助内容  

  

2.1 補助対象者 

補助対象者の種別および要件  

種別  要件（申請日時点）  

法人 

個人事業主 

・ 【次世代自動車】滋賀県内に事業所があり、 

滋賀県内に使用の本拠の位置を置くものであること   

・ 【充電設備】滋賀県内に事業所があり、 

      設置場所が滋賀県内であること 

ただし、次のいずれにも該当する者とします。 

・県税の未納がない者  

・過去に滋賀県次世代自動車普及促進事業補助金、滋賀県次世代自動車導入促進事業補

助金および滋賀県充電インフラ整備事業補助金において申請する車両・設備と同種の

補助金の交付を受けていない、また県の他の同種の補助金の交付を重複して受けてい

ない者 

  ・事業者および事業者の代表者もしくは役員または事業者の経営に実質的に関与してい

る者ならびに個人が、次のいずれにも該当しない者 

(ｱ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77

号。以下この号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。） 

(ｲ) 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(ｳ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者 

(ｴ) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、

直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者 

(ｵ) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(ｶ) (ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当

に利用するなどしている者  

 

※リースの場合【次世代自動車】使用者が上記すべての条件を満たすこと。 

       【充電設備】使用者とリース会社の両方が上記すべての条件を満たすこと。 

 

2.2 補助対象の要件  

 

【次世代自動車】 

□ 次のいずれにも該当する次世代自動車を対象とします。 

 

（１） 以下期間内に初度登録された新車であること。（中古車、新古車は対象外） 

令和８年４月１日以後令和９年１月３１日以前 
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※リース車両も対象となります。その場合、使用者となる法人または個人事業主が

申請してください。 

（２） 初度登録された日において、経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動車導入

促進補助金の交付規定に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する

補助金交付事業の「電気自動車」、「プラグインハイブリッド自動車」または「燃料

電池自動車」の区分の対象車両になっていること。 

・対象車両は随時更新されますので、一般社団法人次世代自動車振興センターのホー 

ムページでご確認ください。  

・超小型モビリティ、ミニカー、側車付二輪自動車・原動機付自転車は含まないので

ご注意ください。 
 

補助対象車両一覧等は下記リンクからご覧ください。 

一般社団法人次世代自動車振興センタートップページ  

https://www.cev-pc.or.jp/  

 

（３） 次世代自動車からの乗り替えでないこと。 

 

（４） 自動車検査証の記載について、以下の表の要件を初度登録時から継続して満たすこ

と。  

 

自動車検査証の記載事

項  
通常の購入の場合  

割賦販売（所有権留保

付ローン）で購入する

場合  

リース契約の場合 

所有者の氏名または名

称  

補助対象者と同一

名義  

自動車販売業者または

ローン会社等  
リース会社 

使用者の氏名または名

称  

補助対象者と同一

名義  
補助対象者と同一名義  補助対象者と同一名義 

使用の本拠の位置  滋賀県内  滋賀県内  滋賀県内 

 

（５） 車両の支払いについて、いずれかに該当すること。  

① 補助対象者が購入し、代金の支払いが完了していること。  

② 補助対象者が割賦販売（所有権留保付ローン）で購入し、ローン会社等による立

て替え払いを含めて代金の支払いが完了していること。  

https://www.cev-pc.or.jp/
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③ 補助対象者が割賦販売（所有権留保付ローン）で購入し、販売業者と今後全額支

払いすることを契約していること。  

※ 年度内に補助金の額以上に車両代金を負担していること。 

 

   ④ 補助対象者がリース会社とリース契約を締結していること。 

※ 令和８年４月１日以後令和９年１月３１日以前に①～③のいずれかの手続きが完

了していること。 

（６） 自動車販売業者が販売促進活動（展示・試乗等）に使用するものでないこと。  

  

（７） 申請する車両が、申請者の自社製品または関係する者から調達した製品でないこと。 

  

（８）滋賀県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていないこと。 また過去に、滋賀県

次世代自動車普及促進事業補助金および滋賀県次世代自動車導入促進事業補助金におい

て申請する車両と同種の補助を受けていないこと。 

※災害時における避難所として指定された施設（事業所）が次世代自動車とＶ２Ｈを導

入する場合は、「省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金」の方が、補助額が高くなり

ますので、そちらでご申請ください。 

   

※国または県内市町等の補助金との併用は可能です。機関によっては併用が認められな

い場合もありますので、詳細については各機関へお問い合わせください。ただし交付

を受ける額を差し引いた額を超えての補助はできません。 

 

（９）滋賀県 CO2 ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例第 44条または同第 46条の規定

に基づき「自動車管理計画」を作成し、県（ＣＯ２ネットゼロ推進課もしくは各環境事

務所）に提出していること。なお、作成においては、補助による車両更新に伴う CO２排

出削減量を除いて、５年以内に 10％以上の削減（基準年（提出前年）比）を目標とした

計画であること。 

 

 

【充電設備】 

□ 次のいずれにも該当する充電設備を対象とします。 

 

（１） 以下期間内に導入された新品の製品であること。（中古は対象外） 

令和８年４月１日以後令和９年１月３１日以前 

※充電設備のリースも対象となります。その場合リース会社が申請してください。 
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（２） 交付申請書を提出する日において、経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動

車・インフラ導入促進補助金の交付規定に基づき一般社団法人次世代自動車振興セン

ターが実施する補助金交付事業の補助対象充電設備（型式）であること。 

 

（３） 県内に設置されるものであること。 

  

（４） 既存の充電設備の更新でないこと。 

 

（５） 滋賀県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていないこと。また過去に、滋賀県

次世代自動車普及促進事業補助金および滋賀県充電インフラ整備事業補助金において

申請する設備と同種の補助を受けていないこと。 

  

※国または県内市町等の補助金との併用は可能です。機関によっては併用が認められな

い場合もありますので、詳細については各機関へお問い合わせください。ただし交付

を受ける額を差し引いた額を超えての補助はできません。 

 

【共通】 

「次世代自動車」と「充電設備」の 2つの区分において、同じ区分の 2回以上の交付はしな

い。 

例） 

過年度 令和８年度 対象 

  １回目：充電設備 ２回目：EV 〇 

  １回目：EV ２回目：PHV × 

１回目：充電設備 ２回目：EV   〇 

１回目：EV ２回目：PHV   × 

 

 

 

2.3 補助対象経費  

（１）次世代自動車 

次世代自動車の購入またはリースに要した経費 

（２）充電設備 

充電設備の購入に要する経費  

※工事費等、消費税および地方消費税は含まない。（充電設備本体の購入に要する経費の

みが補助対象経費です。） 
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2.4 補助金額  

（１）次世代自動車 

電気自動車 （ＥＶ） 

プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ） 
燃料電池自動車（ＦＣＶ） 

１０万円  ２０万円  

 

 

 

（２）充電設備 

充電設備の種類 補助率 補助上限額 

急速充電設備 

（電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び

電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機

能を共に有する、一基当たりの定格出力が１０ｋＷ以

上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備

一式を備えたもの。） 

設備購入費の

１／２以内 

 ３０万円 

普通充電設備 

（漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有

する、一基当たりの定格出力が１０ｋＷ未満のもの

で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備

えたもの。） 

設備購入費の

１／２以内 

 １０万円 

 

  

３ 交付申請  

3.1 申請手続き  

（１） 申請受付期限   

受付期間 令和８年４月２０日（月）～ 令和９年２月１０日（水）１７：００ 

備考 ・受付期間の途中であっても、予算額を相当に超える登録があった場

合は、受付を中止する場合がある。 
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補助金の交付申請は、次世代自動車の場合は補助対象自動車を購入し、初度登録を完了

した後、充電設備の場合は充電設備を購入し工事が完了し、精算を完了した後に必要書類

をとりまとめた上で、受付期限までにメール提出してください。（受付期間内の到着のみ有

効） 

交付申請書の提出については、添付書類が揃っており、補助対象要件が満たされている

ことが確認できた日を受付日とします。また、外形的な審査によって受け付けた場合で

も、内容審査において書類の追加や修正をお願いする場合があります。 

交付申請書の受付は予算の範囲内で先着順に行います。交付申請額が予算の範囲を超え

た場合は、超えた受付日をもって受付を終了（プラザ営業時間内に受付したものに限る）

し、翌日以降の交付申請書は破棄します。 

予算の範囲を超えた受付日に提出のあった交付申請書は抽選を行い、最終的な申請者を

決定します。抽選にもれた場合は申請書を破棄します。 

 

※申請額が予算額に到達した場合は、その時点で申請の受付を終了します。なお、予算額

の到達が近づいた場合は、ホームページ等でご案内します。  

 

（２） 申請可能台数  

１回の申請において、申請者ごとの補助金支給の台数制限はありません。ただし、予

算額のなかでの補助となることから、すべての車両に対し支給できない場合がございま

す。 

 また、同一申請者から複数回の申請は受け付けられません。ただし、「次世代自動車」

と「充電設備」において、それぞれ 1回ずつで合計 2回申請することは可能です。 

 

（３）申請者 

   申請内容ごとの申請者は以下のとおりです。お間違えのないようご注意ください。 

申請内容 申請者 

次世代自動車の購入 使用者となる法人または個人事業主 

次世代自動車のリース 使用者となる法人または個人事業主 

充電設備の購入 使用者となる法人または個人事業主 

充電設備のリース リース会社 

 

（４） 手続き代行者 

無償で手続きを行う場合に限り、販売店や施工業者等が手続きを代行することができ

ます。様式第１号に必要事項を記入してください。なお、交付決定通知書等の送付先は

代行者ではなく申請者となります。また、本手続きの代行で得た情報は、個人情報の保

護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）に従って取り扱ってください。 

 

3.2 申請方法  

＜申請様式のダウンロードページ＞  
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   公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ  

  https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-20250407-1/ 

  提出書類は PDFやデータファイル化してメール提出をお願いします。 

→メール宛先：jisedai2026@shigaplaza.or.jp 

受け取りサイズ容量がオーバーした場合、再度提出をお願いすることがあります。  

  メール送信が難しい場合は、プラザにご相談ください。 

 

 

 

 

 

（申請のメール宛先）  

（事業者対象） 

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 

〒５２０－０８０６ 大津市打出浜２－１ コラボしが２１ ２階 

TEL：077-511-1424 FAX：077-511-1418 

MAIL：jisedai2026@shigaplaza.or.jp 

https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-20260409/ 

受付時間：月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く） ９時～17時（12 時～13 時までは除く）

   

https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-20250407-1/
mailto:jisedai2025@shigaplaza.or.jp
mailto:jisedai2025@shigaplaza.or.jp
https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-20260409/
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４ 自動車・充電設備の処分  

    

4.1処分の制限 

補助金を受領した車両には、処分の制限があります。  

処分とは、以下の内容を指します。  

処分の例  処分の基準日  

申請者住所の滋賀県外への変更  住民票等の公的書類における住所変

更日  

使用の本拠の位置のみ滋賀県外へ変更  車検証の変更登録日  

譲渡（売却、下取り、廃車のための引渡）  売買契約日または車両引渡日  
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本補助金に係る処分制限期間は以下のとおりです。（下表に該当しない車両の場合は個別に

判断する。） 

区分・種類 処分制限期間  

自
家
用
車
両
（
※
１
） 

乗用車 道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動

車又は小型自動車のもの。 
４年 

貨物車 

道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動

車又は小型自動車で、積載量２トン超のもの。 
４年 

道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動

車又は小型自動車で、積載量２トン以下のも

の。 

４年 

軽自動車 道路運送車両法上の自動車の種別が軽自動車の

もの。 
４年 

貸
自
動
車
業
用
車
両
（
※
２
） 

乗用車 

総排気量２㍑超のもの。総排気量がないもの

は、道路運送車両法上の自動車の種別が普通自

動車のもの 

４年 

総排気量２㍑以下のもの。総排気量がないもの

は、道路運送車両法の自動車の種別が小型自動

車のもの。 

３年 

貨物車 

道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自

動車又は小型自動車で、積載量２ト ン超のも

の。 

４年 

道路運送車両法上の自動車の種別が、普通自動

車又は小型自動車で、積載量２トン以下のも

の。 

３年 

軽自動車 道路運送車両法上の自動車の種別が軽自動車の

もの。 
３年 

充

電

設

備 

急速充電設備 ５年 

普通充電設備 ５年 

※１ 自家用車両とは、いわゆる白ナンバー車両。 

※２ 貸自動車業用車両とは、いわゆるレンタカー用車両。 

 

 

※処分制限期間は、車両の場合は初度登録日、充電設備の場合は工事完了日から起算

します。  

※処分を行う際は、必ず事前に承認を受けてください。承認前の処分や無届の処分は

補助金全額の返納を求める場合があります。ご注意ください。  
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4.2 処分の手続き 

（１）交付決定日以降、処分制限期間内に車両・設備を処分するときは、以下のフロー図

にしたがって、財産処分の承認申請を行ってください。  
 

 

  

  

補助事業者  
  

財産処分承認申請書の提出  

財産処分の予定が決定  

財産処分完了の報告  

添付書類：処分したことがわかる書類  

取得財産等処分承認書 送付  財産処分   

  

承認  

返還額確定   

滋賀県産業支援プラザ 

返
還
が
発
生
す
る
場
合 

納付書の送付   返還金の納付（銀行振込）  
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承認申請の提出先は、補助金の申請時と同じです。  

  

① 承認書の受領後、処分を実行してください。  

  

② 承認申請書の到達から承認通知まで一定期間かかります。処分制限期間内に助成

対象設備等を処分するときは、返還金が発生する場合があります。計算方法は次

のとおりです。  

【令和７年度以降の補助金を受けた車両・充電設備】 

・申請者ご自身で返納額を計算できるよう分かりやすい算定方法に見直しました。 

・処分制限期間の「残存期間」に基づいて算定します。 

 

返還額（※１） ＝  補助金額 ×  残存期間（※２） 

処分制限期間 

※１ 千円未満切り捨てです。  

※２ 残存期間は月割りで計算します。 

残存月数＝処分制限期間月数（例：4年＝48ヶ月）－経過月数 

経過月数には、車両登録月と処分月の双方を含める。 

 

【令和６年度以前の補助金を受けた車両・充電設備】 

・返納額は原則、売却額に基づいて算定します。 

 

返還額（※１） ＝  売却等額（※２）  ×  補助率（※３） 

 

※１ 千円未満切り捨てです。  

※２ 売却等額が残存簿価相当額より著しく低価である場合は、残存簿価相当額を用

いて算定する。また無償譲渡等の場合も残存簿価相当額を用いて算定する。残

存簿価相当額は、処分制限期間を償却期間とし、定率法による経過月数の償却

後の簿価として算定する。 

※３ 補助率は、設備等購入費用に占める補助金額の割合（補助率＝補助金額／設備

等購入費用）とする。設備等購入費用は値引き後の税抜き額で算出する。 
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（参考）ホームページのご案内 
 

 ○ 本事業のホームページ  

滋賀県 次世代自動車普及促進事業補助金 

https://zeronavi.shiga.jp/company/subsidy/prefecture/3/ 

 

 

〇 個人・家庭向けの同種の補助金 

公益財団法人 淡海環境保全財団次世代自動車普及促進事業補助金 

https://www.ohmi.or.jp/ondanka/subsidy/r08jisedai/ 

       

 

○ 関連事業のホームページ  

一般社団法人次世代自動車振興センター 

  https://www.cev-pc.or.jp/ 

https://zeronavi.shiga.jp/company/subsidy/prefecture/3/
https://www.ohmi.or.jp/ondanka/subsidy/r08jisedai/

